
   綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、待機児童の解消を図るため、綾瀬市内の民間保育所及び企業主

導型保育事業を行う施設（以下「保育所等」という。）において、保育士資格を持

たない短時間勤務の保育士の補助を行う者（以下「保育補助者」という。）を雇上

げることにより、保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、保育人材

の確保に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、綾瀬

市補助金等に係る予算の執行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 この要綱における補助対象者は、次の各号に掲げる者とする。 

（1）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第４

項の規定に基づく保育所の設置者又は当該施設の長。 

（2）法第５９条の２第１項の規定に基づく施設（同項の規定による届出がされたも

ののうち利用定員が６人以上のものに限る。）のうち、企業主導型保育事業を行

う施設の設置者又は当該施設の長。 

（補助対象事業等） 

第３条 この要綱の補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、市内に

所在する保育所等が実施する、神奈川県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の

保育補助者雇上強化事業実施要領第４第１項に定める事業とし、補助額は、同要綱

別表で定める額の範囲内で市長が必要と認める額とする。 

（補助金の交付申請及び提出期限） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金

交付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添付

し、市長が別に定める日までに提出しなければならない。 

 (1) 綾瀬市保育補助者雇上強化事業計画書（別紙１） 

  (2) 綾瀬市保育補助者雇上強化事業申請額内訳書（別紙２） 

  (3) その他市長が必要と認める書類 

（交付の条件） 

第５条 市長は、補助金の交付を決定する場合、規則第６条各号に掲げる条件を付す



るものとする。 

（決定の通知） 

第６条 規則第７条に規定する通知は、綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金(変更)

交付決定通知書（第２号様式）によるものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条 規則第８条第 1項に規定する市長の定める期日は、交付決定を受けた日から

起算して１０日を経過した日とする。 

（変更等の承認） 

第８条 規則第６条第１号又は第２号の規定に基づく市長の承認を受けようとすると

きは、綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（第３

号様式）により、変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載し、関係

書類を添えて市長に提出するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金は、実績に基づきその所要額を交付する。 

（実績報告） 

第１０条  規則第１２条第１項による実績報告は、綾瀬市保育補助者雇上強化事業補

助金実績報告書（第４号様式）によるものとし、同条に規定する市長の定める期日

は、当該会計年度終了後の４月５日までとする。 

（書類の整備等） 

第１１条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた事業に係る収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備

保管するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業の完了の日の属する市の会計年度の翌

年度から起算して、５年間保存するものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年５月２５日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

   附 則 



 この要綱は、平成３１年２月１３日から施行する。 



第１号様式（第４条関係） 

 

綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書 

 

                                                            年    月    日 

    （宛先）綾 瀬 市 長   

   

                               申請者  所  在  地 

                                        名      称 

                                        代表者氏名                       

 

        年度綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金の交付を受けたいので、次のとお

り関係書類を添えて申請します。 

 

１ 対象施設 

２  交付申請額                                      円 

３  添付書類 

 (1) 綾瀬市保育補助者雇上強化事業 計画書（別紙１） 

 (2) 綾瀬市保育補助者雇上強化事業 申請額内訳書（別紙２） 

(3) その他必要とする書類 



第２号様式（第６条関係） 

 

綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金（変更）交付決定通知書 

 

                                    年  月  日  

 

              様 

                                 

綾瀬市長              

 

        年   月   日付けで申請があった       年度綾瀬市保育補助者雇上強化

事業補助金の交付については、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則第５条

（第９条）の規定により、次のとおり決定しました。 

 

 

１ 補助金額                      円 

 

２ 補助条件 

 (1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、速やか

に市長の承認を受けること。 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受け

ること。 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 (4) その他市長が必要と認める条件 



第３号様式（第８条関係） 

 

綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

                                          年  月  日 

（宛先）綾 瀬 市 長  

 

                      申請者 所在地 

                                  名 称 

                                代表者                

   

    年  月  日付けで交付決定を受けた    年度綾瀬市保育補助者雇上

強化事業補助金に係る事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので申請します。 

 

１ 変更の内容 

 
変   更   前 変   更   後 

   

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

３ 添付書類 

 

 

 



第４号様式（第１０条関係） 

     

綾瀬市保育補助者雇上強化事業補助金実績報告書 

 

                                                       年  月  日 

（宛先）綾 瀬 市 長  

               報告者 所 在 地 

名   称 

                                   代表者氏名           

 

      年  月  日付けで交付決定を受けた    年度綾瀬市保育補助者

雇上強化事業補助金に係る補助事業の実績を次のとおり報告します。 

 

補助金所要額 補助金交付決定額 補助金受入済額 

                     円 

 

                     円 

 

                      円 

 

 

１  添付書類 

 (1) 綾瀬市保育補助者雇上強化事業 実績報告書（別紙３） 

  (2) 綾瀬市保育補助者雇上強化事業 精算額内訳書（別紙４） 

(3) その他必要とする書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１

（添付資料）

雇用契約書

子育て支援員研修等の修了証書等

　　　　年度保育補助者雇上強化事業　計画書

対象施設名 設置主体
保育補助者
配置年月日

保育補助者
配置数

１．本事業による保育補助者の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容

２．本事業による職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組み（保育補助者の配置を除く）

３．配置する保育補助者が保育士資格を取得するための取組み

 

 

 

 



 

 

別
紙
２

①
②

③
④
（②
-③
）

⑤
⑥

⑦
⑧

円
円

円
円

円
円

円

（記
載
上
の
注
意
）

１
．
⑦
欄
は
、
④
欄
、
⑤
欄
及
び
⑥
欄
を
比
較
し
、
最
も
少
な
い
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
⑧
欄
に
は
、
⑦
欄
に
千
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

（添
付
資
料
）

対
象
経
費
の
積
算
資
料

　
　
　
　
年
度
保
育
補
助
者
雇
上
強
化
事
業
　
申
請
額
内
訳
書

対
象
施
設
名

総
事
業
費

寄
付
金
そ
の
他

の
収
入
予
定
額

差
引
額

対
象
経
費
の

支
出
予
定
額

補
助
基
準
額

補
助
基
本
額

補
助
所
要
額



別紙３

（添付資料）

３の取組みが確認できる資料

３．配置する保育補助者が保育士資格を取得するための取組み

１．本事業による保育補助者の業務及び保育士の業務負担が軽減された内容

２．本事業による職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組み（保育補助者の配置を除く）

対象施設名 設置主体
保育補助者
配置年月日

保育補助者
配置数

　　　　年度保育補助者雇上強化事業　実績報告書

 



 

 

別
紙
４

①
②

③
④
（②
-③
）

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

（
記
載
上
の
注
意
）

１
．
⑦
欄
は
、
④
欄
、
⑤
欄
及
び
⑥
欄
を
比
較
し
、
最
も
少
な
い
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
⑧
欄
に
は
、
⑦
欄
に
千
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
．
⑪
欄
に
は
、
⑧
欄
と
⑨
欄
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
か
ら
、
⑩
欄
の
額
を
引
い
た
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
添
付
資
料
）

本
事
業
に
係
る
経
費
等
が
確
認
で
き
る
資
料

補
助
基
準
額

補
助
基
本
額

要
補
助
額

　
　
　
　
年
度
保
育
補
助
者
雇
上
強
化
事
業
　
精
算
額
内
訳
書

対
象
施
設
名

総
事
業
費

寄
付
金
そ
の
他

の
収
入
額

差
引
額

対
象
経
費
の

実
支
出
額

既
交
付
決
定
額

受
入
済
額

差
引
過
不
足
額


